
札幌市環境影響評価条例施行規則（平成１２年規則第２１号）新旧対照表 

現       行 改   正   案 備 考 

（法対象事業についての手続） 

第５５条 市長は、条例第４４条第１項において準用する条

例第２５条第１項の規定により公聴会を開催する場合に

は、あらかじめ、条例第２３条の規定の例により、準備書

に係る見解書（環境影響評価法（平成９年法律第８１号。

以下「法」という。）第１９条の書類をいう。以下この項

において同じ。）について告示し、及び当該準備書に係る

見解書を縦覧するものとする。 

２ 第３１条から第３３条までの規定は、条例第４４条第１

項において準用する条例第２４条第２項の規定により市

長が札幌市環境影響評価審議会の議を経ようとする場合

及び条例第４４条第１項において準用する条例第２５条

第１項の公聴会について準用する。この場合において、第

３１条第２号中｢準備書に係る見解書｣とあるのは｢準備書

に係る見解書（環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

第１９条の書類をいう。）」と、第３２条中「条例第２５条

第２項」とあるのは「条例第４４条第１項において準用す

る条例第２５条第２項」と、第３３条中「準備書に係る見

解書」とあるのは「準備書に係る見解書（環境影響評価法

第１９条の書類をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

 

（法対象事業についての手続） 

第５５条 市長は条例第４４条第１項及び第２項において

準用する条例第２５条第１項の規定により公聴会を開催

する場合には、あらかじめ、条例第２３条の規定の例によ

り、準備書に係る見解書（環境影響評価法（平成９年法律

第８１号。以下「法」という。）第１９条の書類をいう。

以下この項において同じ。）について告示し、及び当該準

備書に係る見解書を縦覧するものとする。 

２ 第３１条から第３３条までの規定は、条例第４４条第１

項及び第２項において準用する条例第２４条第２項の規

定により市長が札幌市環境影響評価審議会の議を経よう

とする場合及び条例第４４条第１項及び第２項において

準用する条例第２５条の第１項の公聴会について準用す

る。この場合において、第３１条第２号中｢準備書に係る

見解書｣とあるのは｢準備書に係る見解書（環境影響評価法

（平成９年法律第８１号）第１９条の書類をいう。）」と、

第３２条中「条例第２５条第２項」とあるのは「条例第４

４条第１項及び第２項において準用する条例第２５条第

２項」と、第３３条第１項中「準備書に係る見解書」とあ

るのは「準備書に係る見解書（環境影響評価法第１９条の

書類をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

 

条例改正に伴い必要となる

手続について定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



札幌市環境影響評価条例施行規則（平成１２年規則第２１号）新旧対照表 

現       行 改   正   案 備 考 

（道条例対象事業についての手続） 

第５６条 第３１条から第３３条までの規定は、条例第４４

条第２項において準用する条例第２４条第２項の規定に

より市長が札幌市環境影響評価審議会の議を経ようとす

る場合及び条例第４４条第２項において準用する条例第

２５条第１項の公聴会について準用する。この場合におい

て、第３１条第２号中｢準備書に係る見解書｣とあるのは

｢準備書に係る見解書（北海道環境影響評価条例（平成１

０年北海道条例第４２号。以下「道条例」という。）第１

９条の書類をいう。）」と、第３２条中「条例第２５条第２

項」とあるのは「条例第４４条第２項において準用する条

例第２５条第２項」と、第３３条中「準備書に係る見解書」

とあるのは「準備書に係る見解書（道条例第１９条の書類

をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

（道条例対象事業についての手続） 

第５６条 第３１条から第３３条までの規定は、条例第４４

条第３項において準用する条例第２４条第２項の規定に

より市長が札幌市環境影響評価審議会の議を経ようとす

る場合及び条例第４４条第３項において準用する条例第

２５条第１項の公聴会について準用する。この場合におい

て、第３１条第２号中｢準備書に係る見解書｣とあるのは

｢準備書に係る見解書（北海道環境影響評価条例（平成１

０年北海道条例第４２号。以下「道条例」という。）第１

９条の書類をいう。）」と、第３２条中「条例第２５条第２

項」とあるのは「条例第４４条第３項において準用する条

例第２５条第２項」と、第３３条第１項中「準備書に係る

見解書」とあるのは「準備書に係る見解書（道条例第１９

条の書類をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

 

規定整備 

 


